
【本人確認書類の見本】 

■ マイナンバーカード 

  ※表面のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 運転免許証 

（表）                 （裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 健康保険被保険者証 

●令和 6 年 12 月 2 日より各健康保険の被保険者証は廃止され、マイナ保険証（保険証
利用登録しているマイナンバーカード）に移行しています。現在お持ちの各健康保険
の被保険者証は、有効期限まで本人確認書類として利用できます。 

マイナ保険証をお持ちでない方で、令和 6 年 12 月 2 日以降新規発行した方及び有効期
限が切れた方には、各健康保険より資格確認書が発行されますので、そちらを本人確
認書類として利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
例）後期高齢者医療の資格確認書（見本） 


